
資料７ 

北海道水素地域づくりプラットフォーム会合規約の一部変更について 

 

 

１ 変更理由 

  プラットフォームの活動内容については、プラットフォームの設立趣旨

を示す『「北海道水素地域づくりプラットフォーム」の設立について』の中

で明記しているが、規約にその記載がないことから、活動内容を示す規定

を追加するものである。 

 

２ 変更内容 

  第４条に活動内容を示す規定を追加するとともに、一部平仄を整えるた

めに軽微な文言修正を行う。 

 

３ 変更時期 

  規定第１０条の規定に基づき、会員の過半数が同意した日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考〉 

「北海道水素地域づくりプラットフォーム」の設立について（抜粋） 

平成 27年 5月 25日 

 

 

5. 活動内容 

(1) 水素を活用した地域づくりの方針に関する意見の交換  

（北海道局からの話題提供としては、次期開発計画に盛り込む水素によ

る地域づくりに関する内容等を予定している。）  

(2) 水素を活用した地域づくりに関する情報の交換、視察の実施  

(3) 水素を活用した地域づくりに関する地方公共団体及び民間企業による

先進的取組の支援 

 



 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
  
 

 


